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 第３ 章 前計画の評価・現状と課題 

１ ． 前計画の評価 

2015（ 平成 27） 年度から 2024（ 令和 6） 年度ま でを計画期間と し た前計画では、 生態系の保全

と 人間活動の調和を実現する ため、 自然環境の保全活動や情報発信等によ る 啓発活動を行ってき

ま し た。  

 

（ １ ） 前計画における目標と実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 15 前計画の評価指標の達成状況 

  



 50 

●自然環境の保全の評価結果 

・ 高山植物種数は目標を達成し ま し た。 千枚岳、 荒川中岳、 熊ノ 平で防鹿柵の設置を進めている

こ と が要因と 1 つと 考えていま す。  

・ 「 種数」 と いう 指標で見る と 維持さ れていま すが、 保護地域内で 1 つの種が優占し てし ま い、

種によ る 被度の偏り が大き いと いう 現状があり ま す。

図 17 確認さ れた高山植物種数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境の保全の現状（ 左： 防鹿柵の設置、 右： 種の偏り ）  
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●調査と 教育の評価結果 

・ 南アルプス 動植物環境調査、 ラ イ チョ ウ 生息状況調査などを毎年実施（ モニタ リ ング） し てい

る ため、 目標を達成する 見込みです。  

・ 1 年ごと の経年的な変化量は小さ いため、 よ り 効果的な調査手法・ 内容・ 頻度等を検討（ 新たな

モニタ リ ング） し ていく 必要があり ま す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査と 教育の現状（ 左： 南アルプス 動植物環境調査、 右： ラ イ チョ ウ 生息状況調査）  

 

●地域の持続的な発展の評価結果 

・ 井川地域内施設入込客数は 2020（ 令和 2） 年度から の新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染拡大の影響を受

け、 外出を控える 動き が強ま り 急落し てし ま いま し た。 現在では、 回復傾向にある も のの、 達

成が難し い状況にあり ま す。  

・ 地域の協働事業数も 同年から 中止が相次ぎま し たが、 現在は回復傾向にあり 、 概ね達成する 見

込みです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 地域の持続的な発展の現状（ 各指標の経年変化）  
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●理念の継承と 管理運営体制の構築の評価結果 

・ 南アルプス ユネス コ エコ パーク の認知度は、 南アルプス ユネス コ エコ パーク 展や出前授業によ

る 啓発活動に力を入れたこ と から 概ね達成の見込みですが、 目標値付近で横ばいの傾向にあり

ま す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

理念の継承における 活動の現状（ 左： 南アルプス ユネス コ エコ パーク 展、 右： 出前授業）  

 

●前計画評価の総括 

評価指標については概ね達成と いう 結果と なり ま し た。  

具体的な成果は、 防鹿柵の設置・ 維持管理の有用性が確認でき たこ と 、 リ ニア事業の開発前の

現状について継続し た調査を行えたこ と が挙げら れま す。  

一方で、 児童・ 生徒の環境教育の質の向上、 無形民俗文化財の保存団体などの後継者不足や、

近年の観光ニーズの変化への対応が必要であり 、 地域住民、 関係団体と の連携や、 外部（ ユネス

コ エコ パーク 外） と の協働の推進によ る 知や力の集結が求めら れま す。  
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２ .現状の分析と課題の抽出 

（ １ ） 現状の分析 

１ ） 市民アンケート 調査結果の分析 

2015（ 平成 27） 年に実施し た市民アンケート と 同じ 内容で 2024（ 令和 6） 年に市民にアンケー

ト を実施し ま し た。 その結果の分析によ り 10 年間の活動の効果と 課題が見えてき ま し た。  

 

・ 南アルプス の自然環境への意識が高ま っていま す。  

 

H27 年調査に比べ、 R6 年調査では「 意識し たこ

と がない」 と 回答し た人の割合が減少し 、 市民の

南アルプス の自然環境への意識は高ま り つつあ

り ま す。  

その上で、「 守ら れていない」 と 回答し た人の

割合は上昇し ていま す。  
 

図 19 市民アンケート 結果① 

保全事業について正し く 認知し ても ら う ための情報発信の強化➔

保全事業に対する 地域・ 企業・ 個人と 行政が協力し て取り 組んでいく 仕組みの構築➔

 

・ 南アルプス の開発行為によ る 自然環境への影響やアク セス の向上への意識が高ま っていま す。  

 

H27 年調査に比べ、 R6 年調査では、 「 ⑥

開発行為への適切な対応」 、 「 ⑦井川地域

へのアク セス の向上」 と 回答し た人の割合

が上昇し ま し た。  

リ ニア事業によ る 南アルプス への環境影

響を懸念し ている 市民が多く なっている こ

と が考えら れます。  

井川地域へのアク セス の向上（ 道路整備）

に多く の市民が取り 組むべき と 考えている

こ と がわかり ます。  

図 20 市民アンケート 結果② 

開発行為に対する 環境影響のモニタ リ ング➔

井川地域へのアク セス の向上 ➔
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２ ） 企業・ 団体アンケート 調査結果の分析 

南アルプス ユネス コ エコ パーク と の関わり が深い企業・ 団体へアンケート を実施し 、 以下のよ

う な意見をいただき ま し た。  

・ 南アルプス の環境保全や利活用を広く 意識さ せる ためにも 、 大井川流域の周辺市町と の連携拡

大に重点を置いた取組が重要である 。  

・ 多く の人に足を運んでも ら う ためにも 、 アク セス の向上が必要である 。  

・ 環境保全活動や登山道・ 山小屋整備等、 南アルプス の保全と 利活用を推進し ていく ために必要

な財源を継続的に確保する こ と が難し い。  

交通アク セス の向上➔

連携・ 協働の強化、 活動資金の継続的な確保➔

 

３ ） 有識者へのヒ アリ ング結果の分析 

有識者へ自然環境の保全について、ヒ アリ ングを実施し 、以下のよ う な意見をいただき ま し た。  

・ ラ イ チョ ウ や高山植物の調査を行っている が、 今後も 継続する 必要がある 。  

・ ラ イ チョ ウ や高山植物の保護活動を継続し ていく ためには、 市だけではなく 関係団体や住民と

協働・ 連携し ていく 必要がある 。  

・ 開発行為によ り 、 車両や人が出入り する よ う になれば、 登山者への危険や外来植物の侵入等が

危惧さ れる ため、 適切な手法で対応し ていく 必要がある 。  

・ 開発行為によ り 壊さ れた自然を取り 戻すには多く の時間が必要と なる 。 行政が事業者に対し 、

代償措置を適切に指導し ていく 必要がある 。  

開発行為に対する 環境影響のモニタ リ ング➔

各種環境調査の継続と 開発に対応し た新たな調査手法の検討➔  

 

４ ） 井川地域の住民へのアンケート 結果の分析 

南アルプス ユネス コ エコ パーク 登録地域内に暮ら す井川地区住民へのアンケート では、 以下の

よ う な意見をいただき ま し た。  

・ 人口減少や高齢化、 それによ る 農地の荒廃、 空き 家の増加等に不安を持っている 。  

・ 移住者・ 観光客の増加によ る 地域活性を望んでいる 。  

地域資源の磨き 上げと その効果的な情報発信の検討➔

移住促進事業の継続によ る 関係人口の確保 ➔

来訪者のための宿泊施設、 食事処と いったハード 面の整備によ る 受入体制の構築➔

  



 
55 

５ ） 10 年間の事業の振り 返り によ る 分析 

こ れま での 10 年間で取り 組んでき た事業の課題等から 分析し たと こ ろ、 以下のよ う な課題があ

る こ と がわかり ま し た。  

・ 井川特有の歴史・ 文化が魅力と し て市民に認識さ れていない。  

・ 交通アク セスの悪さ 、 観光客の受入体制・ イ ンバウ ンド 対策が不十分であり 集客力が乏し い。  

ミ ュ ージアム整備によ る 情報発信拠点の構築➔

外国語看板や多言語対応可能なガイ ド の育成等のイ ンバウ ンド 対策の構築➔

 

（ ２ ） 課題の抽出 

現状分析の結果、 ユネス コ エコ パーク 登録から 10 年間に行ってき た活動によ り 、 新し い課題が

見えてき ま し た。 多く の課題がある 中で、 次の 10 年間の基本方針を定める ため、 課題の抽出と 振

り 分けを行いまし た。  

その結果、 抽出し た課題は以下に示す 5 つの課題に振り 分ける こ と ができ ま す。  

それぞれの課題に対する 具体的な取組は第 5 章に記載し ま す。  
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牛首峠の紅葉と 赤石岳山頂 
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 第４ 章 基本理念と基本方針 

１ ． 基本理念 

上位計画と なる「 第 4 次静岡市総合計画」 と 「 第 3 次環境基本計画」 で目指す姿を鑑みて、 第 3

章で抽出し た今後 10 年間で取り 組むべき 課題をも と に、 以下のよ う に本計画における 基本理念を

定める こ と と し ま し た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画で定める 基本理念のイ メ ージと し ては、 南アルプス の貴重な動植物や井川地域の歴史文

化と いった地域資源を今後も 継続し て守っていく と と も に、 それを活かし 、 発信し て、 様々な人

に南アルプス や井川地域を訪れても ら い、 地域内での交流を促すこ と で、 交流人口や関係人口の

増加につなげ、 地域経済の好循環を生み出し ていく 、 と いう も のです。  

２ ． 基本方針 

現状分析によ り 明ら かになった 5 つの課題に対応する 基本方針を設定し 、 次の 10 年間で行って

いく 施策を検討し ま し た。  

 

 

 

 

自然環境と生物多様性を保全しながら、豊かな地域資源 

（ 自然、食、体験、人材） を磨き上げ、それらの持続的な 

利活用を通じ、住み続けられる地域を目指します。 

第４ 次静岡市総合計画 
 

人と自然が共に生き、将来にわたって 

豊かな営みを続けながら暮らすことが 

できるまちを実現します。 

本計画で定める基本理念 

第 3 次静岡市環境基本計画 
 

人と自然が共生し、将来にわたり豊かな 

営みを続けられるまちの実現 

上位計画の目指す姿 

課 題 基本方針 
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図 21 課題に対応する 基本方針 

  

基本方針⑤つなげる 

【連携・協働の強化】 

 

・これまでに構築してきた地域住民、各種団体等との連携体制

の強化 

・保全と利活用に関わる人々のすそ野を広げることによる①～

④の推進 

 
基本方針②しらべる 

【調査の継続と体制の確立】 

 

・南アルプスの自然環境の経年変化のモニタリングと、気

候変動や開発行為による影響を常に注視する体制の

確立 

・地域資源（ 自然環境、歴史文化等） の情報を集

約・活用できる体制の整備 

 基本方針①まもる 

【自然環境のさらなる保全】 

 

・南アルプスの希少な動植物の保全事業の継続 

・気候変動や開発行為への適切な対応 

 
基本方針③うみだす 

【魅力の引き出し・磨き上げ】 

 

・地域資源を最大限活用した“そこにしかないモノ”の

創出 

・地域住民や来訪者の安全性・利便性の確保と、再

訪したくなる魅力づくりの推進 

 基本方針④つたえる 

【情報発信・環境教育・人材育成の強化】 

 

・SNS や新たな手法を用いた、“そこにしかない地域

資源”の発信 

・環境保全や地域資源の利活用のために自ら行動

する人の育成 

基本理念 

自然環境と生物多様性を保全しながら、豊かな地域資源（ 自然、食、

体験、人材） を磨き上げ、それらの持続的な利活用を通じ、住み続けら

れる地域を目指します。 
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 第５ 章 施策 

 

抽出さ れた課題と 次の 10 年の基本方針に基づく 施策の関わり を下表に示し ま す。  

 

 

自然環境の保全に関する課題 

 基本方針① まもる 

【自然環境のさらなる保全】 

 施策 新規施策 

気候変動や動物の食害等による高山植物への被害  高山植物の保護の取組の継続  

生息南限のライチョウ の個体数が減少する可能性

がある 

 
ライチョウ保護の取組の継続  

気候変動や開発行為による環境への悪影響が懸念

される 

 気候変動や開発に対する注視と対応方法
の構築 

★ 

無秩序な開発による景観の阻害が懸念される  自然景観への配慮  

 

調査に関する課題 

 基本方針② しらべる 
【調査の継続と体制の確立】 

 施策 新規施策 

環境の経年変化を知るために継続的なデータ収集

が必要 

 
モニタリングの継続  

将来的な気候変動や開発に対する準備が不十分  気候変動や開発に対応した新たなモニタリ
ング体制の構築 

★ 

自然や歴史文化等の情報が一つに集約されたデー

タベースがない 

 
自然や文化に係る情報の集約と活用  

 

魅力向上に関する課題 

 基本方針③ うみだす 

【魅力の引き出し・磨き上げ】 

 施策 新規施策 

地域資源の魅力が活かしきれていない  地域資源の活用促進の支援  

観光サービスが充実していない 
 地域資源を活かした新たなプログラム・コー

スの開発 
 

野生鳥獣による農作物等への被害が深刻である  地域資源の持続可能な利用  

井川地域への交通アクセスが悪い  交通アクセスの向上 ★ 

ハード面における来訪者の受入体制が不十分  来訪者の安全性・利便性・快適性の確保 ★ 

 

図 22 課題と 施策の関わり ( 1)  
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情報発信・環境教育・人材育成に関する課題 

 基本方針④ つたえる 

【情報発信・環境教育・人材育成の強化】 

 施策 新規施策 

エコパークエリア内への観光入込客数が伸び悩んで

いる 

 
誰にでもわかりやすい情報発信  

インバウンド対策が不十分  魅力の発信方法の再構築  

行政の取組に対する市民参画が進んでいない  インバウンドに対応する体制構築  

環境教育・情報発信の拠点施設が充実していない  南アルプス教育の推進  

後継者不足  環境教育・情報発信の拠点整備 ★ 

  地域の担い手の確保と人材育成  

 

連携・協働に関する課題 

 基本方針⑤ つなげる 

【連携・協働の強化】 

 施策 新規施策 

関係団体や民間事業者との協働事業が少ない 
 管理運営体制の連携強化 ★ 

 移住の促進  

エコパークエリア内の定住者の減少 
 南アルプスパートナーシップによる 

連携 
★ 

活動資金の確保や外部人材との連携が不十分 
 南アルプスユネスコエコパーク保全活用基

金の活用 
★ 

図 22 課題と 施策の関わり ( 2)  

 

 

 

  《1  気候変動や開発に対する注視と対応方法の構築》 

開発事業者に対し自然環境への影響が懸念される場合の回避・低減・代償措置の適切な対応を求める。 

《2  気候変動や開発に対応した新たなモニタリング体制の構築》 

外来種調査やその他想定しうる変化に対応した調査の手法を検討する。 

《3  交通アクセスの向上》 

井川地域へのアクセス道路の改良や、井川地域内の交通再編による回遊性の向上に取り組む。 

《4  来訪者の安全性・利便性・快適性の確保》 

老朽化した市営山小屋の大規模改修や登山道の整備を行う。 

《5  環境教育・情報発信の拠点整備》 

新たな情報発信の拠点施設であるミュージアムの整備・運営をしていく。 

《6  管理運営体制の連携強化》 

南ア連携協、地域協に加え、県の団体を加えた「南アルプスモデル」を活用した体制を構築する。 

《7  南アルプスパートナーシップによる連携》 

賛同者を増やし、その知と力を活かして恊働の和を広げていく。 

《8  南アルプスユネスコエコパーク保全活用基金の活用》 

南アルプスを応援、援助してくれる人を増やし、保全と利活用のより効果的な取組を実行していく。 

★新規施策のポイント 
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１ ． まもる  

（ １ ） 高山植物の保護の取組の継続 

１ ） 保護対策の推進 

「 南アルプス 国立公園 南アルプス 生態系維持回復事業計画」 （ 平成 23 年 9 月 農林水産省及

び環境省策定） 等を踏ま え、 ニホンジカ等の野生動物や登山者の踏み荒ら し 等から 高山植物を保

護する ための対策を推進する と と も に、 植生把握調査等に継続し て取り 組みま す。  

現在ま で行ってき た防鹿柵の設置・ 維持管理を継続し て行い、 失われた高山植物の「 お花畑」

の回復を目指し ていき ま す。  

ま た、 国や静岡県、 地域住民、 関係団体・ 企業、 専門家等と の協働によ り 継続的に保全管理を

進めま す。  

  
塩見岳（ 1979（ 昭和 54） 年 7 月 30 日）  

写真： 増澤武弘 

塩見岳（ 2010（ 平成 22） 年 7 月 25 日）  

写真: 鵜飼一博 

塩見岳のお花畑の変化 

 

２ ） 保護活動の担い手育成 

南アルプス の貴重な高山植物の保護対策を次世代へ伝える ため、 将来を担う 人材を育成する こ

と が必要です。  

高校生をタ ーゲッ ト にし た高山植物保護セミ ナーや出前授業（ 市政出前講座） を通し て、 若い

世代の人材に高山植物が危機に面し ている 現状を伝え、 活動への参加を促し ま す。 体験を通し て

学んだこ と を、 さ ら に次の世代に伝えていく こ と で、 自然保護を自ら 考えて行う 人を持続的に育

てていき ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山植物保護セミ ナーの様子  
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（ ２ ） ライチョウ保護の取組の継続 

１ ） 生息状況等の把握 

南アルプス の特徴的な希少種であり 、 本市のイ ザルガ岳を生息地の世界的な南限と する 「 ラ イ

チョ ウ 」 の保護に向けた取組を推進する ため、生息状況や捕食者等の調査を継続し て実施し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ イ チョ ウ 生息状況調査の様子 

２ ） 保護対策の検討・ 実施 

「 ラ イ チョ ウ 保護増殖事業計画」 （ 平成 24 年 10 月 文部科学省・ 農林水産省・ 環境省策定）

等を踏ま え、環境省や関係機関と の連携によ り 、総合的な保護対策の検討・ 実施に取り 組みま す。  

 

 

コラム「 ライチョウの保護の取組」  

 

現在、中央アルプス駒ケ岳を中心にライチョウの野生復帰（ 動物園等で飼育した雛を自然の生息域に放鳥

し、個体数を増やしていく取組） を実施し、種の保存とライチョウの自立個体群復活に向け、活動が進められて

います。 

 

◆ライチョウ生息域外保全実施計画◆ 

環境省信越自然環境事務所は、2021（ 令和 3） 年に「第 2 期

ライチョウ生息域外保全実施計画（ ライチョウ保護増殖事業） 」を策

定し、2021（ 令和 3） 年 4 月から 2026（ 令和 8） 年 3 月までの

5 年間において、ライチョウが生息しない場所（ 生息域外） の取組目

標や事業の実施方針を定めています。 

 

分野 目標内容 

生息域外 

□飼育下保険集団の創出 
□適正な飼育・繁殖技術の向上 
□生息域外保全の体制拡充 
□新たなファウンダーの確保の技術確立 
□餌資源となる高山植物栽培技術の開発と栽培植物の試験給餌用の供給体制の構築※ 

共通 □野生復帰及び移植技術の確立 

※高山植物の供給については、別途「ライチョウ餌資源高山植物栽培計画」立案する。  

ニホンラ イ チョ ウ の親子  
写真： 狩野謙一 
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（ ３ ） 気候変動や開発に対する注視と対応方法の構築 

１ ） 各種法令等の遵守 

南アルプス ユネス コ エコ パーク 登録地域内の自然環境や地域住民の生活環境を保全する ため、

新たな開発に当たっては各種法令を遵守し 、 静岡市環境基本計画に定める 地域特性別環境配慮事

項及び事業別環境配慮事項に配慮し た事業活動を行う よ う 、 事業者に対し 適切な指導を行いま す。 

 

２ ） 林道周辺の自然環境の保全 

登録地域内の林道の通行者に対し ては、 「 静岡市南アルプスユネス コ エコ パーク における 林道

の管理に関する 条例」 に定めた事項の遵守はも ちろん、 林道周辺の森林が有する 多面的機能や自

然環境の保全に支障を及ぼさ ないこ と を求めま す。  

 

３ ） 環境保全措置の適切な指導 

新たな開発等によ る 自然環境や地域住民の生活環境への影響を把握する と と も に、 事業者によ

る 調査の結果や環境保全措置の実効性を監視し 、 必要な対応を求めま す。  

さ ら に、 開発によ る 自然環境への影響をよ り 明ら かにし 、 影響が考えら れる 場合は、 事業者に

対し て代償措置を適切に対応する よ う 指導し ていき ま す。  

 

４ ） 外来植物等の侵入・ 拡散防止 

移行地域では、 登山者や工事関係者等の往来や、 工事における 法面緑化によ り 外来植物の侵入

が危惧さ れま す。  

外来植物の侵入を未然に防ぐ ために、 侵入防止について普及啓発し 、 外来植物の種子等の付着

の可能性のある 車両、 資材、 来訪者の靴の洗浄等の対策に取り 組みま す。  

さ ら に、 エコ パーク 内で外来植物の侵入が確認さ れた場合の措置をあら かじ め検討し 、 モニタ

リ ングと 並行し て適切に対応し ていき ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子落と し マッ ト （ 沼平ゲート ）  
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（ ４ ） 自然景観への配慮 

１ ） 自然景観と 調和し た施設の設置 

ユネス コ エコ パーク 登録地域内における 事業活動に伴う 施設や看板等の整備等においては、 自

然景観に配慮し た工法や材料を採用し ま す。  

ま た、 民間事業者等が行う 整備等においても 、 必要な対応を求めま す。  

 

２ ） 登山者の環境保全意識の向上 

南アルプス には、 氷河期の遺存種、 固有種と 言われる 貴重な動植物が存在し ま す。 ま た、 構造

土などの特徴的な地形も 多く みら れま す。  

こ の貴重な自然環境を登山者によ る 踏み荒ら し や分断から 守る こ と や、 登山者が出し たゴミ な

どによ り 自然景観を損なわないよ う 、 登山ルールの周知・ 啓発を行いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山ルールの普及（ 南アルプス 自然ふれあいセンタ ー）  

 

コラム 自然共生サイト  

 

自然共生サイトとは、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図

られている区域」を国(環境省) が認定する区域のことであり、2023（ 令和 5） 年度からこの取組が始まりました。 

認定された区域は、保護地域との重複を除き、「OECM: Other Effective a rea-based  Conserva tion  

Measu res」として国際データベースに登録されるため、これが 30by30 目標の達成につながる取組となります。 

 

南アルプスユネスコエコパークエリアでは、十山株式会社が所有する「井川山林」が認定されています。十山株式

会社はそのエリアを、自主的に森林に対する人為的影響を極力排除する「自然保護地区」と、観光分野などで自

然を利活用する「融和地区」にそれぞれ指定しています。そのうえで、『 自然を守り、自然を活かす 』の基本理念を

掲げ、自然保護活動や環境教育などの取組を行っています。 
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２ ． しらべる 

（ １ ） モニタリングの継続 

１ ） 自然環境や生活環境の変化の把握 

豊かな自然と そこ に育ま れた人々の生活を保全し 継承する ため、 希少種等の生息・ 生育状況、

自然景観、 自然への人為的な影響、 河川環境等の自然環境や生活環境の変化を把握し 、 適切な対

応を実施し ま す。  

 

２ ） 学術調査や研究、 環境教育等の実施状況の把握 

南アルプス 、 井川地域に係る 学術的知見の集約と それを活用する 環境教育、 エコ ツーリ ズム等

の推進を図る ため、 自然環境や歴史、 伝統文化等に関する 各種調査や研究、 環境教育等の実施状

況を把握し 、 次の施策に繋げま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境教育（ エコ ツアー） 実施時の様子 

 

３ ） 地域の歴史的資料や文化財、 伝統文化、 食文化等の把握 

地域資源の歴史的な価値や魅力を保存する ため、 地域資源の背景と なる 重要な歴史的資料を把

握、 記録し 、 伝統文化や食文化の継承につなげま す。  

 

４ ） 社会状況の変化の把握 

南アルプス ユネス コ エコ パーク の理念に基づく 様々な施策や取組、 行動等によ り 地域がどのよ

う に変化し ていく のか、 どのよ う な課題が生じ ている のかを確認する ため、 各施設の利用者や人

口、 高齢化率、 移住者数等の生活環境や経済活動等の社会状況の変化を把握し 、 取組の見直し 等

を図り ま す。  
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（ ２ ） 気候変動や開発に対応した新たなモニタリング体制の構築 

１ ） 適切なモニタ リ ング調査手法の検討 

現在行われている モニタ リ ング調査の結果の集約によ り 、 今ある 南アルプス についての知見が

深ま ってき ていま す。  

今後計画さ れている 開発や、 地球温暖化と いった地球規模の気候変動に際し ては、 自然環境や

生活環境への影響を適切に把握する ための適切な手法（ 方法、 場所、 時期、 頻度） を検討し てい

き ま す。  

 

２ ） 産官学民が連携し たモニタ リ ング体制の構築 

国や県、 10 市町村によ る 連携体制を強化する と と も に、 専門家の意見を踏ま えながら 、 市民や

地域住民、 関係団体・ 企業、 大学等の参加も 交えた継続的なモニタ リ ング体制を構築し ま す。  

 

（ ３ ） 自然や文化に係る情報の集約と活用 

１ ） 自然環境に関する 情報の集約と 活用 

モニタ リ ング結果や調査研究等の情報を集約し 、 南アルプス に関する 調査研究の活性化を図り 、

保全対策の実効性の確認と 適切な見直し を行いま す。  

ま た、 情報の集約と 活用に当たっては、 国や静岡県の研究機関等と 連携し て取り 組みま す。  

 

２ ） 歴史や文化に関する 情報の集約と 活用 

井川地域の歴史資料や文化財等の情報を集約し 、 収集保存に努める と と も に、 エコ ツーリ ズム

等への活用や支援、 地域資源の継承のため、 広く 一般にわかり やすく 情報発信し ま す。  
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3． うみだす 

（ １ ） 地域資源の活用促進の支援 

地域住民や関係団体・ 企業が行う 、 地域の産業、 自然、 文化などの地域資源を活用し た新たな

取組に対し て支援を行いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

在来作物を使用し た調理     料理を味わう イ ベント 参加者 

 

（ ２ ） 地域資源を活かした新たなプログラム・コースの開発 

様々な地域資源を活かし 、 来訪者が楽し める 観光プロ グラ ムや体験プロ グラ ムの開発、 遊歩道

や渡船を組み合わせた周遊コ ース の紹介、 井川湖渡船を活用し たイ ベント 等を通じ て、 井川の自

然と 触れ合える 観光サービス を充実さ せ、 着地型観光の促進を図り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

井川湖渡船「 令和聖」  

 

（ ３ ） 地域資源の持続可能な利用 

１ ） 野生鳥獣対策の推進 

農林産物への野生鳥獣被害を軽減し 、 人と 野生鳥獣と の適切な関係づく り を図る ため、 捕獲、

防除、 生息環境の改善、 農林業家への対策指導・ 支援、 捕獲し た鳥獣の利活用などの取組を複合

的に実施し ま す。  

ま た、 国や静岡県、 周辺の市町村などと 連携し 、 広域的な被害対策を推進し ま す。  
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２ ） 持続的な森林管理・ 経営の支援 

豊かで魅力あふれる 地域資源を育む森林の持続的な管理、 経営を支援する と と も に、 林業関係

者等と 連携し ながら 、 将来の担い手の育成に取り 組みま す。  

 

３ ） 再生可能エネルギーの地域振興への活用 

登録地域内における 小水力や木質バイ オマス 等、 再生可能エネルギーの導入可能性調査を支援

し 、 エネルギーの地産地消や地域振興へつなげる 仕組みを検討し ま す。  

 

 

コラム 生態地域主義（ バイオリージョナリズム）  

 

生態地域主義（ バイオリージョナリズム） とは、自分たちが居住し生活を営む場である地域において、自然と

人間との昔からある相互のかかわりを再度見つめなおすことで、その土地の特性や自然の持続性を損なわないよ

うな生活様式を構築していこうという試みです。 

実現のためには、その地域にある自然資源に着目し、それを文化や技術、人材などの人的資源を組み合わせ

ることで、地域内の循環型システムを作り、それを持続可能なものにしていくことが必要になります。 

これらを簡単にいうと、地域の自然資源と人的資源の両方を活用し、その地域独自の産業や教育をデザイン

し、環境を守りながら、経済的に自立した地域を目指していくということです。 
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（ ４ ） 交通アクセスの向上 

南アルプス の自然を永続的に未来へ受け継いでいく ため、 まずは、 多く の人に南アルプス ・ 井

川地域に訪れても ら い、 自然と のふれあいを通じ て、 その魅力や価値が享受さ れる こ と で、 自然

を守り ながら 活用する 環境をつく る こ と が重要です。  

そのため、 自然環境の保全はも と よ り 、 地域住民の生活環境の向上を図り 、 安心・ 安全な経済

活動等が維持でき る よ う 、 南アルプス ・ 井川地域へのアク セス 道路の安全性・ 快適性等の向上を

目指し た取組を行いま す。  

ま た、 南アルプス 地域の林道整備については、 エコ ツ ーリ ズム等の資源と なる 重要な地形地質

を含めた自然環境に配慮し 、 来訪者の安全性・ 快適性等の向上を図り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 アク セス 道路ルート 図 

 

県道ト ンネル 
（ 整備中）  

国道

県道・ 市道

林道

拠点

行政界

凡　 例

( 仮称) 南アルプス ユネスコ
エコ パーク ミ ュ ージアム 
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１ ） 南アルプス 地域（ 畑薙第一ダム 以北） へのアク セス の向上 

林道東俣線については、 核心地域及び緩衝地域へと 繋がる 重要なアク セス 道路である ため、 来

訪者の安全を第一に考える と と も に、 自然環境や生態系に配慮し たパーク &ラ イ ド などの仕組みの

拡充によ る 一般車両の乗入れ制限を行う など、 「 南アルプスユネス コ エコ パーク における 林道の

管理に関する 条例」 に基づき 、 交通環境の適正な管理を行いま す。  

 

２ ） 井川地域へのアク セス の向上 

井川地域へのアク セス 道路については、 現在、 市街地

から の道路と し て、 県道 60 号・ 南アルプス 公園線、 県道

27 号・ 井川湖御幸線、 県道 189 号・ 三ツ峰落合線の 3 路

線と 川根本町から の市道閑蔵線があり ま す。 いずれの路

線も 、 急峻な地形によ り 、 道は狭く 、 カーブも 多く 、 特

に大型車両のすれ違い困難な箇所が多く 存在し 、 災害時

には通行止めと なる こ と も 予測さ れま す。 こ れに対し 、

県道 60 号・ 南アルプス 公園線のト ンネル整備を進めてお

り 、井川地域への所要時間が約 20 分短縮さ れる こ と を見

込んでいま す。  

こ のよ う な状況を踏ま え、 オク シズ全体の交流人口の拡大と 活性化を図る ため、 来訪者の安全

性・ 利便性・ 快適性の向上を目指し ま す。 ま た、 周遊性の面から も 4 つの道路が互いに補完し 合

う ため、 現道の継続的な管理を行っていき ま す。  

 

３ ） 井川地域内の回遊性の向上 

廃線小路や井川湖渡船、 南アルプス ユネス コ エコ パーク 井川ビジタ ーセンタ ーや（ 仮称） 南ア

ルプス ユネス コ エコ パーク ミ ュ ージアムと いった地域内の各種施設、 神社、 四季の移ろいなど、

井川地域の様々な資源を来訪者が満喫でき る よ う 、 サイ ク リ ングコ ース 及びその活用体制の整備

によ る 回遊性の向上や公共交通機関と し てのコ ミ ュ ニティ バス （ 自主運行バス ） の運行見直し 等

によ る 地域内交通の再編に取り 組みま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

コ ミ ュ ニティ バス （ てし ゃま んく ん）        アプト 式機関車 

  

県道ト ンネルイ メ ージ 
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コラム 道路情報のリアルタイム情報（ しずみち in f o ）  

 

本市では、市内の道路の工事等の規制情報をリアルタイムでわかりやすく発信する「しずみちin fo」の運用を

行っています。井川地域へ続く道が土砂災害等による通行止めや規制が発生した場合にいち早く情報を把握す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 静岡市道路通行規制情報 し ずみち i nf o 規制情報 

 

 

（ ５ ） 来訪者の安全性・利便性・快適性の確保 

１ ） 非常事態に備えた体制整備 

地域住民や登山者、 来訪者等の非常事態に備えた火災・ 救助・ 救急医療体制を整備する ため、

レ ス キュ ーポイ ント の確認や、 登山施設の管理者や地元住民と の協力体制を構築し ま す。 ヘリ コ

プタ ーでの救助も 含め年間計画に基づき 定期的な訓練を実施し 、 災害対応力の強化、 技量向上を

図り ま す。  
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２ ） 登山における 安全性の確保 

南アルプス における 登山は、 様々な危険が想定さ れる ため、 関係行政機関や団体・ 企業などと

連携を図り 、 遭難対策をはじ め、 登山道の老朽化対策、 案内サイ ンの整備、 登山ルールの普及啓

発など、 登山者の安全確保を図り ま す。  

 

３ ） 山小屋や井川地域の宿泊施設の安全性・ 利便性・ 快適性の向上 

登山者、 観光客の宿泊施設における 安全性・ 快適性・ 利便性の向上を図る と と も に、 リ ピータ

ーに喜ばれる おも てなし の心を育む取組を行政、 地域が一体と なって推進し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左： 修繕が必要な山小屋 右： 登山道の老朽化の様子 
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4． つたえる 

（ １ ） 誰にでもわかりやすい情報発信 

SNS やホームページを活用し て、 南アルプス 、 井川地域における 観光プロ グラ ム、 観光ルート 等

を利用し た広域的な交流やイ ベント 開催等の情報を積極的に発信し 、 幅広い世代に足を運んでも

ら える よ う 努めま す。  

生徒や児童をタ ーゲッ ト と し た静岡市の環境について学べる 「 し ぜんたんけんてちょ う 」 や若

年層や女性をタ ーゲッ ト と し た「 南プス 」 など、 幅広いタ ーゲッ ト に合わせた誰にでも わかり や

すい情報の発信をし ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 情報発信のホームページ 

 

（ ２ ） 魅力の発信方法の再構築 

現状の SNS やホームページでの情報発信に加えて、 VR（ バーチャ ルリ アリ ティ ー： 仮想現実）

や AR（ オーグメ ント リ アリ ティ ： 拡張現実） などの技術を用いて、 南アルプス ユネス コ エコ パー

ク の魅力を発信し ていき ま す。  

 

（ ３ ） インバウンドに対応する体制構築 

１ ） 外国語の観光情報の提供 

観光情報を発信する ホームページ、 SNS や予約サイ ト の多言語化を進め、 多く の国や地域の人に

南アルプス ユネス コ エコ パーク の魅力を発信し ま す。  

 

２ ） 外国語ガイ ド の育成、 案内の充実 

電波のない山中でも 外国人が不自由し ないよ う 、 外国語表記のガイ ド ブッ ク や多言語の案内看

板の設置を検討し ていき ま す。  

さ ら に外国人旅行者に対応でき 、 南アルプス ユネス コ エコ パーク の魅力を広く 伝えら れる 外国

語が話せる ガイ ド の育成を実施し ま す。  
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（ ４ ） 南アルプス教育の推進 

南アルプス 教育と は？？ 

南アルプス の先人たちは、 山々には神が宿る と 信じ 、 自然から なる 恵みを神々から 与えら

れたも のと し て崇めてき ま し た。 山々を守る こ と は、 神を敬う 心の表れでも あり 、 先人たち

はこ の文化を育み受け継いでき ま し た。  

こ の恵みに感謝する と と も に、 南アルプス の自然をいつま でも 守り 、 地域を発展さ せる 人

（ 心） を育てる こ と が大切です。  

そのため、 自然環境、 生態系、 地域の歴史・ 文化など、 その一つ一つが互いに関わり あっ

ている こ と を認識し 、 様々なつながり を総合的に学ぶ ESD（ 持続可能な開発のための教育）

の視点を取り 入れた南アルプス教育を推進する こ と で、 環境のために自ら 判断し 、 行動する

人を育てま す。  

 

＝南アルプス 教育のプロ グラ ム案＝ 

・ 南アルプス の貴重な動物・ 植物と 地球温暖化 

・ 自然災害と 自然の防災・ 減災機能 

・ 井川地域の歴史、 伝統文化、 食文化 

・ 自然資源と 地域に眠る エネルギー 

 

 

 

１ ） 自然体験型の教育プロ グラ ムの展開 

南アルプス に広がる 豊かな自然環境を活かし 、 ユネス コ エコ パーク の理念に沿った教育プロ グ

ラ ムを展開し ていき ま す。  

例えば、 2021（ 令和 3） 年度から 実施し ている 南アルプス の森づく り ツアーと いったよ う な市民

参加型の環境保全事業によ り 、 ユネス コ エコ パーク の理念の普及啓発や、 本市の豊かな自然環境

及び生物多様性の保全への意識醸成を図っていき ま す。  

  

総合的な 

教育 
自然の脅威（ 災害）  自然の防災・ 

減災機能 

動物・植物 

歴史・伝統文化 エネルギー 

水、森林など 

自然資源 

地球温暖化 

食文化 
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２ ） 教育プロ グラ ムや教材の整備・ 充実 

南アルプス や井川地域の自然、 歴史、 伝統文化等に興味を持っても ら い、 自発的な取組に繋げ

ていく ため、 対象者に応じ た教育プロ グラ ムやハンド ブッ ク 、 解説パネル、 教育ビデオなどの教

材を整備・ 充実、 PRをし 、 効果的に活用し ていき ま す。  

ま た、 小学校等の教育施設での出前授業（ 市政出前講座） を継続し て行う のと 同時に、 生涯学

習交流館や商業施設と いった各種施設における 南アルプス ユネス コ エコ パーク 展の開催によ り 、

あら ゆる 世代へのユネス コ エコ パーク の周知・ 啓発に取り 組んでいき ま す。  

 

３ ） 環境保全の指導者や環境調査員の育成 

若い世代の環境保全への意識づけを目的と し た高山植物保護セミ ナーや、 市民生き も の調査員

養成講座修了者を対象と し た南アルプス ユネス コ エコ パーク 市民生き も の調査ツアーを継続し て

行っていく こ と で、 環境保全の担い手育成、 高山植物の植生調査やラ イ チョ ウ の生息状況と いっ

た各種調査を行う 調査員の高齢化・ 後継者不足への対策に取り 組んでいき ま す。  
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（ ５ ） 環境教育・情報発信の拠点整備 

１ ） 地域資源を 活かし た環境教育の誘致、 活性化 

豊かな自然環境や歴史、 伝統文化等の地域資源を活かし たエコ ツーリ ズム、 環境教育の取組が

地域の新たな産業と なり 、 持続的な地域の発展に繋がる よ う 、 エコ ツアー等の利用促進に取り 組

みま す。  

 

２ ） 教育拠点の効果的な活用 

静岡市次世代エネルギーパーク ＊関連施設など、教育の拠点と なり う る 施設を効果的に活用し ま

す。  

 

３ ） 情報発信の拠点整備 

井川地域に新し く 情報発信の拠点と し て「 （ 仮称） 南アルプス ユネス コ エコ パーク ・ ミ ュ ージ

アム」 の建設を予定し ていま す。 ミ ュ ージアムでは、 南アルプス の自然の雄大さ と 井川地域の歴

史と 文化を発信し 、 環境教育と 観光の拠点と し ての機能が期待さ れていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 （ 仮称） 南アルプス ユネス コ エコ パーク ・ ミ ュ ージアム基本構想（ 案）  
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（ ６ ） 地域の担い手の確保と人材育成 

南アルプス ユネス コ エコ パーク は、自然環境の保護だけでなく 、教育やエコ ツーリ ズムの推進、

地域の歴史・ 文化の継承、 地域の活性化など様々な取組を総合的に進めていく 必要があり ま す。  

そのため、 井川地域を含めた中山間地域へ地域おこ し 協力隊を配置し 、 地域おこ し に資する こ

と によ り 、 ワ ーク ショ ッ プ等を通じ て地域の情報を全国に発信し 、 地域の産物のブラ ンド 化推進

や来訪者の増加を図り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ワ ーク ショ ッ プの様子 

 

１ ） 住民主体のま ちづく り の推進 

自治会連合会の取組への参画者を増やし 、 持続力のある 住民主体のま ちづく り を推進する と と

も に、 他地域と の連携によ り 地域課題解決に向けた取組を支援し ま す。  

 

２ ） 伝統文化等の知識・ 技術の継承に向けた環境整備 

井川地域の伝統行事や焼畑技術、 雑穀栽培技術、 食文化等を保存継承する ため、 無形民俗文化

財公開事業の継続的な実施等、 こ れら の伝統文化・ 技術を体験、 学習でき る 場の提供や、 後継者

やサポート する 人材を育成・ 確保する 環境・ 体制づく り を地域住民や大学等と 連携し て進めま す。  
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5． つなげる 

（ １ ） 管理運営体制の連携強化 

南アルプス ユネス コ エコ パーク 全体のルールづく り 等の管理運営を行う 「 南アルプス 自然環境

保全活用連携協議会」 や、 さ ら なる 学術的な知見の集約と 適正な管理運営を行う ため、 南アルプ

ス の自然環境や歴史文化、 地域経済等に精通する 専門家によ る 「 南アルプス 学会」 と いった各種

団体、 民間事業者や住民と の連携を強化し 、 南アルプス をいつま でも 守り 受け継ぐ ため、 産官学

民が一体と なった体制づく り を推進し ま す。  

さ ら に登録から 10 年間に発足し た南アルプス ユネス コ エコ パーク にかかわる 団体同士が一丸と

なった活動ができ る よ う 、 南アルプス モデルと いった仕組みを活用し ていき ま す。  

 

コラム 南アルプスモデル 

 

「南アルプスモデル」とは、国や県、市のほか、地域住民や関係企業・団体、県が発足させた組織である南アル

プスを未来につなぐ会や南アルプスみらい財団などの、南アルプスを取り囲む組織体が連携しながらそれぞれの役

割に応じた取組を進めていくことで、科学的知見に基づき環境保全を進めながら利活用を促進していく仕組みで

す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 南アルプス モデル 
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（ ２ ） 移住の促進 

１ ） 移住環境の整備 

移住支援に取り 組み、 田舎暮ら し の魅力や空き 家情報の発信など地域協力の移住促進を

推進し ま す。 さ ら に、 住んでみたく なる 定住・ 移住環境の整備など 、 地域外の住民を受け

入れる 仕組みや環境づく り を進めま す。  
 

２ ） 井川地域における 交流人口の増加と 関係人口への転換 

井川地域の交流人口を増やすため、 （ 仮称） 南アルプス ユネス コ エコ パーク ・ ミ ュ ージ

アムや南アルプス ユネス コ エコ パーク 井川ビジタ ーセンタ ー等の拠点施設の利用促進や地

域住民主催事業への参加促進、 企業研修等の誘致を図り ま す。  

こ れら を通じ て、 興味関心を持って多く の活動に参加する 人材を育成し 、 地域の担い手

と なる 関係人口への転換に向けた取組を実施・ 検討し ま す。  

 

コラム 関係人口とは 

 

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様にか

かわる人々を指す言葉です。 

地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面していますが、変化

を生み出す人材が地域に入り始めている例もあり、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が、地域づく

りの担い手になることが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典： 総務省ＨＰ  

図 28 関係人口  
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（ ３ ） 南アルプスパートナーシップによる連携 

南アルプス の「 生態系の保全と 持続可能な利活用の調和」 に向けた取組をいっそう 拡げ

る ため、 団体、 企業、 個人が静岡市の活動に賛同し 、 様々な形で「 連携・ 共創」 し ていく

パート ナーシッ プを推進し ていき ま す。  

 

◆協力項目 

・ 現物提供によ る 協力 

・ 人の派遣によ る 協力 

・ 資金提供によ る 協力 

・ 知見の提供によ る 協力 

 

図 29 南アルプス パート ナーシッ プ 
 

（ ４ ） 南アルプスユネスコエコパーク保全活用基金の活用 

南アルプス ユネス コ エコ パーク の自然環境を保全し 、 地域資源を活用する ための事業に

必要な資金を確保する こ と を目的と し て、「 南アルプス ユネス コ エコ パーク 保全活用基金」

が設置さ れていま す。  

保全活用基金を活用する ために、 企業や個人に南アルプス ユネス コ エコ パーク の魅力や

理念を広く 伝え、 賛同し ても ら える よ う 情報発信を行っていき ま す。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 登録 10 周年記念イ ベント の様子  
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 第６ 章 管理運営体制 

１ ． 運営体制 

南アルプス ユネス コ エコ パーク の管理運営のための連携・ 推進体制を構築し ま す。  

 

（ １ ） 南アルプス自然環境保全活用連携協議会 

南アルプス ユネス コ エコ パーク 全体の管理運営を担う 組織であり 、 全体の統一し たルー

ル作り 、 組織体制の強化等を推進し ていま す。  

構成市町村の行政担当者ら が定期的に集ま り 、 南アルプス ユネス コ エコ パーク における

地域の課題や問題意識の共有を図り 、 様々な課題に対応し てワ ーキンググループ（ WG） を

構成し 、 運営を行っていま す。  

 

（ ２ ） ワーキンググループ（ W G）  

構成市町村に参与を加えたメ ンバーで構成さ れた 8つの WGが南アルプス の抱える 多様な

課題に取り 組んでいま す。  

 

（ ３ ） 南アルプスユネスコエコパーク静岡地域連携協議会 

南アルプス ユネス コ エコ パーク の保全と 利活用の好循環に寄与する ため、 官民の強みを

活かし た普及啓発事業等を展開し ていま す。  

 

（ ４ ） ユネスコエコパークの3 つの機能を推進する体制づくり 

ユネス コ エコ パーク では、 ①生物多様性の保全②学術的研究支援③経済と 社会の発展の

3 つの機能によ る 施策を総合的に推進し ていく 必要があり ます。 そのため、 それぞれの機

能を発揮でき る よ う 、関連する 団体、企業、行政、学識経験者等によ る 連携体制をつく り 、

保全、 利活用、 地域活性化それぞれの取組を推進し ていき ます。  

ま た、 各取組の積極的な情報発信によ り 、 市民等の参加を促進し ま す。  
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図 30 管理運営体制 
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（ ５ ） ユネスコエコパークの拠点施設の充実・連携 

ユネス コ エコ パーク の事業を推進する ため、拠点施設の機能を充実・ 拡大する と と も に、

連携を図り 総合的な運営体制を構築し ま す。  

なお、 各施設の機能について定期的に見直し を行い、 よ り 良いも のにすべく 検討を続け

ていき ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31 拠点施設 
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（ ６ ） 計画の実施と進捗管理 

本計画に基づき 具体的な取組を進める 実施計画と し て、 実行計画を策定し ま す。 策定に

当たっては、南アルプス ユネス コ エコ パーク 全体の計画、関係市町村、機関等の計画、「 第

4 次静岡市総合計画」 と の整合を図り ま す。 さ ら に、 評価指標（ KPI ） についても 実行計画

内で示し 、 年次報告書と し て毎年度の取組と 評価指標の達成状況について取り ま と めを行

っていく こ と で、 第３ 次計画策定時の現状把握や課題抽出につなげま す。  

ま た、 本市行政内部については、 各局と の連携・ 調整を図り ながら 、 PDCA サイ ク ルによ

る 進捗管理を行いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32 PDCAサイ ク ル 
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２ ． 各主体の役割 

南アルプス ユネス コ エコ パーク では、 それぞれの主体が連携を保ち、 持続可能な管理運

営をし ていく こ と が必要です。 そのために各主体が担う 役割を示し ま す。  

 

◯市の役割 

市は、 市民や企業、 各種市民団体、 教育研究機関と 協働し て、 必要な施策を効果的に展

開する 役割を担いま す。 そし て、 国や県、 関連する 市町村と 一層の連携を図り 、 施策の円

滑な実施を目指し ま す。  

 

◯市民の役割 

地域住民 

ユネス コ エコ パーク 登録地に居住する 地域住民や、 そこ で働く 市民は、 ユネス コ エコ パ

ーク の構成要素の一つである と いう 自覚を持って、 南アルプス の多様な自然環境や文化の

保全と 適正な管理運営に協力する と と も に、 構成要素の価値をさ ら に高め、 その魅力を国

内、 海外に情報発信し 、 地域の持続的な発展の原動力と なる 役割を担いま す。  

市民 

ユネス コ エコ パーク 登録地以外に居住する 市民は、 南アルプス ユネス コ エコ パーク に積

極的に足を運び、 ユネス コ エコ パーク の世界的な価値を知り 、 国内、 海外に情報発信する

と と も に、 未来を担う 子ども 達にその価値を引き 継ぐ よ う 、 持続的な管理運営と 利活用の

取組に協力する 役割を担いま す。  

企業、 教育・ 研究機関、 市民団体 

企業や教育・ 研究機関、 市民団体は、 地域住民や市民と 協働し 、 ユネス コ エコ パーク の

構成要素の価値をさ ら に高め、 教育・ 学習や企業活動を通し て、 未来を担う 子ども 達に、

世界の財産である こ と を伝え、 新たな魅力の掘り 起こ し に取り 組みま す。 ま た、 市の施策

に積極的に参画する など、 地域の活性化を支援する 役割を担いま す。  
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用 語 解 説 
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アルフ ァ ベッ ト                                      

V字
じ

谷
こ く

 
河川の横断面が V字型の谷。 幼年期の山地は、 河川が川の両岸を削る 侵食（ 側方

侵食） よ り も 下方向に低めよ う と する 侵食（ 下方侵食） が著し く 、 川底が深く 侵食
さ れ、 谷底の狭い谷と なる 。 →参考図（ 用語解説末尾）  

 

ア行                                       

アース ハンモッ ク  
周氷河地形の構造土の一種。 ド ーム状の微地形。 十勝坊主、 芝塚など と も 呼ばれ

る 。 高さ 数 10cm、 直径１ ～２ ｍのま んじ ゅ う 状の形態を 示し 、 表面は草本類の植生
と 腐食層に覆われている 。 土壌が凍って膨張を 繰り 返すこ と や、 氷が解ける 時に植
生や腐食層によ り 土壌の沈下が防がれる こ と によ り 形成さ れる と 考えら れる 。 →周
氷河地形、 構造土 

 

イ ゴヤ（ 居小屋）  
住居から 遠く 離れた耕地を 管理する ために仮小屋を 建て、 そこ に農耕の期間のみ

居住する 生活。 主に焼畑農耕を 営む山村に見ら れた。  
大井川では、主に田代の人々が、奥山にイ ゴヤ（ 居小屋） と 称さ れる 屋敷を 構え、

春から 秋にかけて焼畑でヒ エやアワ を栽培し 、 冬のみ集落に戻っ てく る と いう 出作
り 生活を営んでいた。  

田代集落から さ ら に大井川を 上流に遡っ た菅山には、今も イ ゴヤが残さ れている 。 
菅山にはも と も と ４ 軒のイ ゴヤがあっ たと いい（ 現在は３ 軒） 、 氏神である 三宝

社や先祖の墓など も 祀ら れていて、 かつての出作り 生活の実態を 明ら かにする こ と
ができ る 貴重な史跡と いえる 。  

 

お花畑 
高山植物群落は生育期間が短いため、 一斉に色鮮やかな花を一面に咲かせる 。 そ

のよ う な様子を「 お花畑」 と 呼ぶ。  

 

カ行                                       

階状土 
周氷河地形の構造土の一種。 岩石の隙間や地中の水分が凍っ たり 溶けたり する こ  

と （ 凍結
と う けつ

融解
ゆう かい

作用） が繰り 返さ れる こ と によ っ て生じ た岩石の破片（ 岩屑
がんせつ

） が移動 

し 、 粒の大き さ 毎に様々な模様をつく る （ 構造土） が、 線状の模様が形成さ れた後
に、 植生が定着し た面と そう でない面が階段上になっ たも のを 階状土と いう 。 →周
氷河地形、 構造土、 参考図（ 用語解説末尾）  
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河川争奪
そう だつ

 
隣り 合う 河川が、 侵食量の差によ って、 一方が他方の上流部分を奪い取る 地理的

現象を いう 。 大井川上流で見ら れる 河川争奪は、 下図のよ う に河川が穿入蛇行し て
流れ、 侵食によ っ て蛇行が切断さ れる こ と で流路が奪われる 。 流路が奪われた場所 

には、 古い流路を囲むよ う な丘（ 環 流
かんり ゅう

丘 陵
き ゅ う り ょ う

） が形成さ れる こ と がある 。 →穿入蛇 

行 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

河畔林・ 渓畔林 
河川周辺の森林のう ち、 上流の狭い谷底や斜面にある も のを 「 渓畔林」 、 下流の 

氾濫原（ 洪水時に氾濫水に覆われる 土地） にある も のを「 河畔林」 と いう 。  
渓畔林や河畔林は生態学的に重要な機能を 持つ。具体的には、水面を覆って日 

射を遮断する ため、水温が低く 維持さ れ、低温を 好む魚類が生息でき る よ う にな 
る 。 葉や昆虫が河川に落ちて、 水生昆虫や魚類の餌と なる 。 倒木は、 河川の中の 
生物の生息環境を 豊かにする 。ま た、森林伐採や洪水で発生し た土砂が河川に流 
れ込むのを防ぐ 。  

カール（ 圏
けん

谷
こ く

）  
高山で見ら れる 代表的な氷河地形。 氷河がその重みで移動する 際に、 地面を削り

取る こ と で出来る お椀状の地形。 現在の日本には氷河は見ら れないが、 氷河期に形
成さ れたカールが残さ れている 。 一般には三方を急峻なカール壁に囲ま れ、 一方は
平坦なカール底に続いている 。 →参考図（ 用語解説末尾）  

 

岩
がん

塊
かい

（ 岩海） 斜面 
森林限界上の山頂部や山腹（ 周氷河地域）に見ら れる 大小の角礫が堆積し た斜面。

凍結融解作用の繰り 返し によ っ て岩石が砕かれて形成さ れる 。 海原のよ う に岩石が
広がる 斜面景観が形成さ れる 。 →周氷河地形、 構造土、 参考図（ 用語解説末尾）  

 

岩石氷河 
永久凍土が形成さ れる 場所では、 斜面を 作る 岩石は著し い物理的風化作用を受け

て多量の岩屑と なり 、 谷に落下し て集ま る 。 岩屑と 岩屑の間が氷で満たさ れ、 厚く
岩屑がたま る と 、 その重みで流動を 始め、 氷河のよ う に少し ずつ流下する 。 こ れを
岩石氷河と いう 。 大き さ が数ｍを超える 巨大な岩石が見ら れる 舌の形をし た小高い
丘の景観が広がる 。  
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亀甲状土 
周氷河地形の構造土の一種。 凍結融解作用によ り 粒の大き さ 毎に岩屑が並び、 多

角形の様々な模様を 示す。 礫質多角形土と も いう 。 →周氷河地形、 構造土、 参考図
（ 用語解説末尾）  

 

サ行                                       

砂岩泥岩互層 
砂岩と 泥岩が繰り 返し て重なる 地層。 砂岩泥岩互層の多く は、 陸上付近に堆積し

ていた土砂が、 地震動など を き っかけと し て、 大陸斜面や深海底に流れ込み（ 混濁
流ま たは乱泥流( タ ービ ダイ ト ) 、 堆積する 現象が繰り 返さ れて形成さ れる 。 付加体
で見ら れる 代表的な地層。 →付加体 
 

次世代エネルギーパーク  

 次世代エネルギーパーク と は、 再生可能エネルギーをはじ めと し た次世代のエネ
ルギーに、 実際に国民が見て触れる 機会を 増やすこ と を通じ て、 地球環境と 調和し
た将来のエネルギーの在り 方に関する 理解の増進を 図る 計画を 、 経済産業省が認定
する も の。 （ 出典： 資源エネルギー庁ＨＰ ）   
 本市では、 平成 26 年 10 月 30 日に「 静岡市次世代エネルギーパーク 計画」 と し て
認定さ れている 。   
 静岡市次世代エネルギーパーク では、 日本平動物園を中心施設と する と と も に、
「 世界文化遺産構成資産三保松原」周遊ゾ ーンと「 南アルプス ユネス コ エコ パーク 」
周遊ゾ ーンを 設定し 、 観光・ 行楽と 合わせて再生可能エネルギーを体感する こ と が
でき る 。  
 

褶 曲
し ゅ う き ょ く

 
地層の側方から 大き な力が掛かっ た際に、 地層が曲がり く ねる よ う に変形する 現

象。南アルプス では白根帯のチャ ート 層、寸又川帯の砂岩泥岩互層など に見ら れる 。
→砂岩泥岩互層、 チャ ート  
 
周氷河地形、 構造土 

寒冷地において、 周氷河作用によ ってつく ら れた地形を 周氷河地形と いう 。 周氷
河作用と は、 凍結融解作用の繰り 返し によ って岩石が砕かれ、 霜柱によ っ て持ち上
がり 移動する 作用を いう 。 山地では、 森林限界（ 森林の成立が不可能と なる 境界）
から 雪線（ 積雪地域と 無積雪地域の境界） ま でを「 周氷河地域」 と 呼び、 周氷河作
用によ る 緩やかな起伏の地形が連続し て見ら れる 。 ま た、 周氷河作用によ っ て地表
面にでき る 様々な幾何学的な模様のこ と を 構造土と いう 。→参考図（ 用語解説末尾）  

 

線状凹地 
山の稜線に並行する 凹地。 並走する ２ つの山稜（ 二重山稜） に挟ま れた凹地が典

型的で、 線的凹地と も 呼ばれる 。 山地崩壊の初期過程で、 山体の重力変形（ 褶曲や
断層など ） によ り 発生し ている と 考えら れる 。 →参考図（ 用語解説末尾）  
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穿入蛇行 
山地や丘陵地で見ら れる 峡谷状の深い蛇行（ 曲流） のこ と 。 隆起運動が盛んな山

地など では、 河川が下方侵食を 強めながら 流下する 。 こ のと き 何ら かの原因で、 曲
流を開始する と 、 下方侵食と 側方侵食が同時に進行し 、 し だいに峡谷状の深い曲流
を 生じ る 。 →河川争奪、 参考図（ 用語解説末尾）  

 

ソ リ フ ラ ク ショ ン ロ ーブ 
周氷河地域において、 流水の作用によ ら ず、 土中の水の凍結融解作用によ って表

土が下方に移動する こ と をソ リ フ ラ ク ショ ンと いい、 こ れによ っ てでき る 舌状の礫
等の高ま り を ソ リ フ ラ ク ショ ンロ ーブと いう 。 →周氷河地形、 構造土、 参考図（ 用
語解説末尾）  

 

 

タ 行                                     

チャ ート  
堆積岩の一種。 石英質の殻を 持つプラ ンク ト ンである 放散虫など の死がいが、 陸

から 離れた深海底に堆積し てでき た地層。 主成分の二酸化ケイ 素に加え、 酸化鉄を
多く 含むも のは赤色を呈する ため、 赤色チャ ート と いう 。 こ れが赤石山地の名前の
由来と なっ ている 。 酸化鉄が少ないも のは白～黒になる 。 チャ ート は付加体に見ら
れる こ と が多い。 →付加体 
 

沖積錐・ 崖
がん

錐
すい

 
沖積錐は、 扇状地よ り は小規模で、 土石流など で形成さ れる 半円錐形状の地形。

崖錐は、 よ り 小規模で、 主と し て落石によ って山腹斜面の下部に形成さ れる 地形。
明瞭な区分はないが、 一般に沖積錐の傾斜は扇状地よ り は急で、 崖錐よ り は緩い。
→参考図（ 用語解説末尾）  
 
ト ア（ 岩塔）  

凍結結融解作用によ り 、 周囲の岩石が崩落し 、 その崩落から 残った岩の塔。 上河
内岳南西方の竹内門はチャ ート の岩塔。 石灰岩の岩塔（ 光岩） が夕日に白く 光っ て
見えたこ と が、 光岳の名前の由来と なっ た。 →チャ ート 、 参考図（ 用語解説末尾）  

 

ハ行                                       

崩壊地形 
崖崩れなど 山地斜面が急激にある いは断続的に崩れ落ちる 現象が続く 地域のこ と 。

上部は岩石や土砂が崩落し たこ と によ る 崖が作ら れ、 下部には岩屑の堆積地形（ 沖
積錐・ 崖錐） が見ら れる 。 →沖積錐・ 崖錐、 参考図（ 用語解説末尾）  

 

氷河遺存種 
氷河時代の寒冷気候のも と で広く 分布し ていたが、 その後の温暖化によ っ て周極

地域や高山地帯にのみ分布を 縮小し た種。 気候遺存種と も 言う 。  
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氷河地形 
氷河が行う 侵食、 運搬、 堆積など の作用によ り 作ら れる 地形。 氷河の融解水によ

っ て生じ た地形を 含める こ と も ある 。 氷河地形には、 尖峰、 カール（ 圏谷） 、 U字
谷、 モレ ーンなど がある 。 →カール、 モレ ーン、 参考図（ 用語解説末尾）  

 
付加体 

海洋プレ ート が海溝で大陸プレ ート の下に沈み込む際に、 海溝に堆積し た砂岩泥
岩互層と 海洋プレ ート を 作る 緑色岩やチャ ート など が、 断層や褶曲を 作り ながら 陸
側に押し つけら れて付加し たも の。 メ ラ ンジュ は付加体を 特徴づける 岩石。 南アル
プス を 含む日本列島の大部分は付加体で形成さ れている 。 →砂岩泥岩互層、 チャ ー
ト 、 緑色岩、 メ ラ ンジュ 、 褶曲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分布限界種 
地形、 土壌、 気候など の環境条件、 他の生物と の関係、 地史的な経緯など によ っ

て分布が制限さ れ、 地理的な分布限界に生息・ 生育する 種。  
 

マ行                                       

枕状溶岩 
溶岩が水中に流出する と 、 表面が急速に冷やさ れる ため、 枕や俵を 束ねたよ う な

形状を 呈する 。 俵状溶岩と も 言う 。 深海底の地殻を 構成し ている 。 付加体に見ら れ
る 枕状溶岩は、 深海底で形成さ れている も のが多い。 →付加体 

 
メ ラ ン ジュ  

地層がバラ バラ に壊さ れて入り 混ざっ たよ う な岩石。 付加体に特徴的に発達し 、
南アルプス で見ら れる も のの多く は、 海側と 陸側のプレ ート 境界部でこ すり あわさ
れてでき たと 考えら れる 。 →付加体 
 
モレ ーン 

氷河によ っ て運ばれた岩屑が、 氷河の末端や側面に堆積し てでき る 土手のよ う な
地形。 日本では氷堆石、 堆石と も いう 。 →参考図（ 用語解説末尾）   
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ラ 行                                       

緑色岩 
深海底を つく っ ている 玄武岩質の岩石（ 枕状溶岩を 含む） が海水や熱と 圧力の作

用で変質・ 変成し たと 考えら れる 岩石。 し ばし ば緑色を呈する 。 →枕状溶岩 
 

 
（ 参考図） 南アルプス で見ら れる 氷河地形、 周氷河地形、 崩壊地等 
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南アルプス ユネス コ エコ パーク  

管理運営計画（ 静岡市域版）  
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